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  年  月  日 

 

 

公立大学法人大阪 理事長 様 

 

 

 

所 在 地 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 ・ 氏 名                     ㊞ 

 

 

 

私は、大阪公立大学 杉本・中百舌鳥間のシャトルバス運行業務委託契約にかかる入札公告の

日において、道路運送法第 40条（昭和 26年法律第 183号）（同法第 43条第５項において準用す

る場合を含む。）の規定による許可の取消し等の行政処分等について、次のアからウのいずれに

も該当しない者であることを誓約します。 

なお、このことに反する事実が判明した場合は、今般の契約についていかなる処分を受けても

異議は申し立てません。 

 

 

記 

  
ア  「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平

成 25年 9月 17日付け国自安第 138号、国自旅第 218号、国自整第 162号）

「２．法令違反に係る点数制度」による違反点数の累積点数が 10 点を超

えている者 

イ  「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平

成 28 年 11 月 18 日付け国自安第 157 号、国自旅第 227 号、国自整第 220

号）中の「２．法令違反に係る点数制度」による違反点数の累積点数が 10

点を超えている者 

ウ  道路運送法第３条第２号に規定する特定旅客自動車運送事業について、ア

と同様の基準による違反点数の累積点数が 10点を超えている者 


